
議   事   録 

会議名 釧路市障がい者自立支援協議会 第 1回運営会 

事務局 
釧路市障がい福祉課 
釧路市障がい者基幹相談支援センター 

開催日時 令和４年４月１９日(月) １５：００～１６：００ 

開催場所 釧路市役所防災庁舎５階会議室Ａ 

出
席
者 

委員 

出席１１名 

相談支援部会 佐々木部会長(一般社団法人ソーシャルカフェ) 

竹内副部会長(地域支援センターつばさ) 

雇用就労部会 和泉部会長(はしどいワークラボりれいと) 

       栂野副部会長(音羽協働センター) 

       原田副部会長(就業・生活支援センターぷれん) 

生活支援部会 高橋部会長(鶴が丘学園) 

       井上副部会長(生活介護事業所あゆみ) 

権利擁護部会 佐藤部会長(くしろ合同法律事務所) 

       木村副部会長(北海道地域生活定着支援釧路センター) 

教育療育部会 池田部会長(釧路市児童発達支援センター) 

       高橋副部会長(放課後等デイサービスゆ～ゆ～) 

欠席４名    

その他 なし 

傍聴者 なし 

事務局 
出席７名 
障がい福祉課：小池課長、清水課長補佐、辻野専門員、小林専門員、鈴木主査 
釧路市障がい者基幹相談支援センター：金子、近藤 

会議次第 

１．障がい福祉課長挨拶  釧路市福祉部障がい福祉課長 小池 伸治 

２．委員紹介 

３．会長選出 

４．会長挨拶  釧路市障がい者自立支援協議会運営会長 和泉 宣也 

５．議 事 

(１)令和 4年度の役員体制について 

(２)専門部会の活動状況及び令和 4年度活動計画について 

(３)相談支援体制について 

(４)障がい者地域生活支援拠点等事業について 

(５)令和 4年度第 1回釧路市障がい者自立支援協議会定例会の議事について 

(６)令和 4年度第 1回釧路市障がい者自立支援協議会全体会の議事について 

(７)その他 

  障害福祉サービス等ニーズ調査結果報告について 

６．閉会 
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１．障がい福祉課長挨拶  

釧路市福祉部障がい福祉課長 小池 伸治 

 

２．委員紹介 

○事務局より 

 ・令和 4年度の運営会委員を紹介。 

 

３．会長選出 

○事務局より 

 ・運営会長選出について委員に意見を求めたところ、「事務局一任」との意見があったため、雇用就 

労部会長の和泉宣也氏を推薦し、委員の承認を得た。また、運営会副会長は、自立支援協議会設置 

要綱の規定に基づき和泉会長が生活支援部会長の高橋修氏を指名し、委員の承認を得ている。 

 

４．会長挨拶 

  運営会長 和泉 宣也 

 

５. 議事 

  進行：運営会長 和泉 宣也 

 

(１)令和４年度の役員体制について 

○事務局より 

 ・資料１「令和 4年度釧路市障がい者自立支援協議会専門部会役員名簿」を説明。 

 ・資料２「釧路市障がい者自立支援協議会設置要綱」を説明。 

 ・資料３「釧路市障がい者自立支援協議会組織図」を説明。 

 ・資料４「令和 4年度釧路市障がい者自立支援協議会スケジュール」を説明。 

〇委員からの質疑応答及び意見 

 ・なし 

 

(２)専門部会の活動状況及び令和４年度活動計画について 

・資料５「令和 4年度釧路市障がい者自立支援協議会専門部会活動計画」に基づき各部会長が説明。 

＜相談支援部会＞ 

・年 5回開催予定。5月 20日に研修会を予定。今年度は副部会長が増え、新たな体制の中で、情報 

 交換や研修を進めていきたい。 

＜生活支援部会＞ 

・年 4回開催予定。今年度の研修は参集での開催を考えており、内容は今後の部会で決めていく。 

＜権利擁護部会＞ 

・年 3回開催予定。専門機関紹介シートの作成や研修を中心に活動を進めていく。 

＜雇用就労部会＞ 

・年 5回開催予定。事例検討の実施や虐待防止の研修、報酬改定の内容確認などをテーマに活動を進 

 めていく。 

＜教育・療育部会＞ 

・年間 4回開催。資料では、5月に部会と放課後等デイサービスのつどいを合同開催としているが、

合同では開催しない。また、医療的ケア児者支援検討会議を 5月、2月に予定。部会では 9月に研
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修を予定している。 

○委員からの質疑応答及び意見 

 ・なし 

 

(３)相談支援体制について 

○事務局より 

 ・資料６「基幹相談支援センターの内容変更(案)」を説明。 

 ・資料７「委託相談事業の内容変更(案)」を説明。 

○委員からの質疑応答及び意見 

 ・委託相談のあり方も大事だが、決め方も大事。プロポーザル等手法はいろいろあるが、市には決 

  める際のプロセスを具体的に示してほしい。 

 

(４)障がい者地域生活支援拠点等事業について 

○事務局より 

・資料８「釧路市障がい者地域生活支援拠点等事業の報告について」を説明。 

〇委員からの質疑応答及び意見 

・なし 

 

(５)令和 4年度第 1回釧路市障がい者自立支援協議会定例会の議事について 

(６)令和 4年度第 1回釧路市障がい者自立支援協議会全体会の議事について 

○事務局より 

＜定例会について＞ 

 ・日時：令和 4年 5月 30日(月)10:30～ 

 ・会場：釧路市役所防災庁舎 5階会議室 A・B 

＜全体会について＞ 

 ・日時：令和 4年 6月 30日(木)15:00～ 

 ・会場：釧路市総合福祉センター1階大ホール 

＜議事について＞ 

 ・相談支援体制について 

 ・障がい者地域生活支援拠点等事業について 

 ・障がい福祉課主要事業の概要について など 

○委員からの質疑応答及び意見 

・なし 

 

(７)その他 

○事務局より 

 ・第４次釧路市障がい者福祉計画（は～とふるプラン）の中間年にあたり、障がいのある方の生活 

実態や障害福祉サービス等のニーズを把握し、各種施策の基礎資料として活用するため、アンケ 

ートを実施。 

 ・アンケート結果は、参考資料「障害福祉サービス等ニーズ調査結果報告書（概要版）」にて説明。 

○委員からの質疑応答及び意見 

 ・なし 
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＜全体を通しての意見＞ 

 ・基幹センターが担っているコーディネーター業務について、令和５年度以降は新たな基幹センタ 

ーが担うのか、もしくは、これまでの経験等を踏まえて、現行のコーディネーターが継続して担う

のかを検討してほしい。コーディネーター業務を基幹センターとは異なる法人で担う体制を検討

しても良いのではないか。 

 ・障がい者地域生活支援拠点等事業の推進のため、運営会や専門部会で今まで以上に協議していく 

必要があるのではないか。 

⇒事務局より）事業を推進していくために、どのようなかたちで議論を進めていくかを事務局で検 

討したい。 

      以上 


